
大統領令9066号：日系アメリカ人の収容につながる（1942年）

1942年2月19日にフランクリンルーズベルト大統領によって発行されたこの命令は、国家安全保障への脅威

と見なされるすべての人を西海岸からさらに内陸の「移転センター」に強制的に連れ去ることを承認し、

日系アメリカ人を投獄しました。

1861年から1940年の間に、約275,000人の日本人がハワイと米国本土に移住し、その大部分は1898年から

1924年の間に到着し、割り当てが採用されてアジアの移民が終了しました。多くはハワイのサトウキビ畑

で契約労働者として働いていました。契約満了後も  少数が残り、出店。他の日本人移民は、米国本土の西

海岸に定住し、限界農地や果樹園を耕作し、漁業を行い、中小企業を経営していました。彼らの努力は印

象的な結果をもたらしました。日系アメリカ人は1940年にカリフォルニアの農地の4％未満を支配しました

が、彼らは州の農地の総価値の10％以上を生産しました。

他の移民グループの場合と同様に、日系アメリカ人は民族の近所に定住し、学校、礼拝所、経済的および

文化的機関を設立しました。民族の集中は、既存の日系アメリカ人の飛び地の外で日系アメリカ人に不動

産を売らない不動産業者によって、そして土地所有を市民になる資格のある人に制限するカリフォルニア

議会によって可決された1913年の法律によってさらに増加し  ました。1922年、小沢対合衆国の合衆国最高

裁判所は、 日本の移民に対する合衆国の市民権を否定する政府の権利を支持した。

1941年12月7日、大日本帝国はハワイの真珠湾海軍基地で米国を攻撃しました。この攻撃は、特に西海岸

で、国家安全保障に対する恐怖の発疹を引き起こしました。これは、経済競争、文化的分離に対する不

信、そして長年の反アジア人種差別と相まって、日系アメリカ人にとって惨事になりました。

西部の州からのロビイストは、多くが競合する経済的利益または先住民族グループを代表しており、議会

と大統領に、外国生まれ（一世 -米国では日本人の「第一世代」を意味する）とアメリカ市民の両方の日

系人を西海岸から排除するよう圧力をかけました（二世 –アメリカの第二世代の日本人、生得権による米

国市民。）議会委員会の公聴会で、法務省の代表者は提案に対して憲法上および倫理上の異議を唱えたた

め、代わりに米軍が任務を遂行しました。

西海岸は軍事ゾーンに分割され、1942年2月19日、フランクリンD.ルーズベルト大統領は大統領令9066号を

発行し、軍事司令官に民間人を軍事地域から排除することを許可しました。命令の文言は民族グループを

指定していませんでしたが、西部防衛軍のジョンL.デウィット中尉は、日系アメリカ人のみを含む夜間外

出禁止令を発表しました。

デウィット将軍は最初、限られた数の地域から日系アメリカ人による自発的な避難を奨励した。これらの

地域の日系アメリカ人の総人口の約7％がこれを遵守しました。その後、1942年3月29日、ルーズベルトの

大統領命令の権限の下で、デウィットは公布告第4号を発行し、48時間前の通知で日系アメリカ人西海岸の

住民の強制退去と拘留を開始しました。布告のほんの数日前の3月21日、議会は公法503を可決し、大統領

令9066号の違反は、最高1年の懲役と5,000ドルの罰金を科せられました。

次の6か月で、約122,000人の男性、女性、子供が強制的に「集会センター」に移されました。その後、彼

らは避難し、隔離され、フェンスで囲まれ、警備された「強制収容所」としても知られる「移住センタ

ー」に閉じ込められました。10のサイトは、西部6州とアーカンソー州の遠隔地にありました。ワイオミン

グ州のハートマウンテン、カリフォルニア州のトゥール湖とマンザナール、ユタ州のトパーズ、アリゾナ

州のポストンとヒラ川、コロラド州のグラナダ、アイダホ州のミニドカ、アーカンソー。

避難者の約70,000人はアメリカ市民でした。政府は彼らを非難せず、彼らは彼らの投獄を訴えることもで

きなかった。すべての失われた個人の自由; ほとんどの失われた家や財産も同様です。日系アメリカ人の

何人かは訴訟で政府の行動に異議を唱えましたが、最高裁判所は彼らの合法性を支持しました。 それにも

かかわらず、二世 は軍隊で奉仕することを奨励され、一部は起草されました。全体で、3万人以上の日系

アメリカ人が第二次世界大戦中に隔離されたユニットで際立って奉仕しました。

戦後何年もの間、さまざまな個人やグループが投獄された人々の補償を求めてきました。「避難」の速さ

により、多くの住宅所有者やビジネスマンはすぐに売り切れてしまいました。総財産損失は13億ドル、純

収入損失は27億ドルと見積もられています（議会の委員会の調査に基づいて1983ドルで計算）。1948年の

日系アメリカ人避難請求法は1951年と1965年に改正され、一部の財産の損失に対してトークンの支払いを

提供しました。1980年代初頭、議会で設立された戦時移住と民間人の抑留に関する委員会が調査を行い、

勧告を行ったときに、修正を行うためのより真剣な取り組みが行われました。その結果、1984年から1988

年まで議会でいくつかの法案が提出されました。1988年に、

大統領命令

陸軍長官に軍事地域を規定する権限を与える

戦争の起訴を成功させるには、1918年4月20日の法律第4条、40統計で定義されているように、スパイ行為

および国防資材、国防施設、国防公益事業に対する妨害行為に対するあらゆる可能な保護が必要です。

1940年11月30日の法律によって改正された533、54Stat。1220年、および1941年8月21日の法律、55統計。

655（USC、タイトル50、秒104）;
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したがって、今では、米国の大統領として私に与えられた権限と、陸軍および海軍の長官の司令官のおか

げで、私はここに、戦争長官と彼が時々するかもしれない軍の司令官を承認し、指示します彼または指定

された司令官がそのような行動を必要または望ましいとみなすときはいつでも、彼または適切な軍司令官

が決定できる範囲で、そのような場所の軍事地域を規定することを指定します。これは、入国、入国、ま

たは退去する人の権利は、戦争長官または適切な軍司令官がその裁量で課す可能性のある制限に従うもの

とします。陸軍長官は、輸送、食料、陸軍長官または当該軍司令官の判断において、そして他の取り決め

がなされるまで、この命令の目的を達成するために、避難所、および必要に応じて他の宿泊施設。任意の

地域または地域における軍事地域の指定は、1941年12月7日および8日の布告に基づく司法長官による禁止

および制限地域の指定に優先し、この宣言に基づく司法長官の責任および権限に優先するものとします。

そのような禁止および制限されたエリアの。

私はここに、陸軍長官とその軍司令官に、彼または適切な軍司令官が、使用を含め、上記で指定された各

軍事地域に適用される制限の遵守を強制することが賢明であるとみなすその他の措置を講じることを許可

し、指示します。州および地方機関の支援を受け入れる権限を持つ連邦軍および他の連邦機関の。

私はここに、すべての行政部門、独立した施設、およびその他の連邦機関に、陸軍長官または前述の軍事

司令官がこの大統領命令を実行するのを支援することを許可および指示します。これには、医療援助、入

院、食糧、衣類、輸送、土地、避難所、およびその他の物資、設備、ユーティリティ、施設、およびサー

ビスの使用。

この命令は、1941年12月12日付けの大統領命令第8792号に基づいてこれまでに付与された権限を変更また

は制限するものと解釈されるべきではなく、連邦捜査局の義務と責任を制限または変更するものと解釈さ

れないものとします。 1941年12月7日および8日の宣言に基づく妨害行為または司法省の義務と責任の調査

に関して、そのような義務を除いて、外国人の敵の行動と管理に関する規則を規定するそして責任は、以

下の軍事地域の指定に取って代わられます。

フランクリン・D・ルーズベルト

ホワイトハウス、

1942年2月19日。



EXECUTIVE ORDER

AUTHORIZING THE SECRETARY OF WAR TO PRESCRIBE 
MILITARY AREAS

WHEREAS the successful prosecution of the war 

requires every possible protection against espionage 

and against sabotage to national-defense material, 

national-defense premises, and national-defense util

ities as defined in Section 4, Act of April 20, 1918>

40 Stat. 533, as amended by the Act of November 30,

1940, 54 Stat. 1220, end the Act of August 21, 1941>

55 Stat. 655 (U. S. C., Title 50, Sec. 104):

NOW, THEREFORE, by virtue of the authority 

vested in me as President of the United States, end

Commander in Chief of the Army and Navy, I hereby 

authorize and direct the Secretary of War, and the

Military Commanders whom he may from time to time 

designate, whenever he or any designated Commander 

deems such action necessary or desirable, to prescribe 

military areas in such places and of such extent as he 

or the appropriate Military Commander may determine,

from which any or all persons may be excluded, and with 

respect to which, the right of any person to enter, re

main in, or leave shall be subject to whatever restric

tions the Secretary of War or the appropriate Military



Commander may impose in his discretion. The Secre

tary of War is hereby authorized to provide for 

residents of any such area who are excluded there

from, such transportation, food, shelter, and other 

accommodations as may be necessary, in the judgment 

of the Secretary of War or the said Military Com

mander, and until other arrangements are made, to 

accomplish the purpose of this order. The designa

tion of military areas in any region or locality 

shall supersede designations of prohibited and re

stricted areas by the Attorney Ceneral under the 

Proclamations of December 7 and 8, 1941, and shall 

supersede the responsibility and authority of the 

Attorney General under the said Proclamations in re

spect of such prohibited and restricted areas.

I hereby further authorize and direct the

Secretary of War and the said Military Commanders 

to take such other steps as he or the appropriate 

Military Commander may deem advisable to enforce 

compliance with the restrictions applicable to each

Military area hereinabove authorized to be designated, 

including the use of Federal troops and other Federal 

Agencies, with authority to accept assistance of state 

and local agencies.
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I hereby further authorize and direct all Exec

utive Departments, independent establishments and other

Federal Agencies, to assist the Secretary of War or the 

said Military Commanders in carrying out this Executive 

Order, including the furnishing of medical aid, hospital

ization, food, clothing, transportation, use of land, 

shelter, and other supplies, equipment, utilities, facili

ties, and services*

This order shall not be construed as modifying or

limiting in any way the authority heretofore granted under 

Executive Order No. 8972, dated December 12, 1941, nor 

shall it be construed as limiting or modifying the duty and 

responsibility of the Federal Bureau of Investigation, with 

respect to the investigation of alleged acts of sabotage or 

the duty and responsibility of the Attorney General and the 

Department of Justice under the Proclamations of December

7 and 8, 1941, prescribing regulations for the conduct and 

control of alien enemies, except as such duty and responsi

bility is superseded by the designation of military areas

hereunder.

THE WHITE HOUSE,

Februarjy^, 1942. 7HE NATIONAL ARCHIVES 

FILED AND MACE AVAILABLE

FOR TijR

Feb 21 12 si PH’«
IN THL DIVIS'ON OF Trit 
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